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 一般電気事業供給約款料金算定規則第 21条第 4項の規定により，別紙

のとおり燃料費調整制度における基準調整単価を定めたので届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別 紙） 

 

燃料費調整制度における基準調整単価 

［第２１条第４項関係］ 

 

 

区 分 単 位 基 準 調 整 単 価 

（１） 定額制供給 

 
イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ 
 
電  灯 
４０Ｗまで 
６０Ｗまで 
１００Ｗまで 
１００Ｗ超過１００Ｗまでごとに 

 
小型機器 
５０ＶＡまで 
１００ＶＡまで 
１００ＶＡ超過１００ＶＡまでごとに 

 

 
 
 
 
 
 
 

１ 灯 
〃 
〃 
〃 
 
 

１機器 
〃 
〃 
 

    円 
 
 
 
 
 
 

４．８１６ 
７．２２３ 

１２．０３９ 
１２．０３９ 

 
 

３．５９５ 
７．１９２ 
７．１９２ 

 

 
ロ．臨時電灯Ａ 

５０ＶＡまで１日につき 
１００ＶＡまで１日につき 
１００ＶＡ超過５００ＶＡ 
まで１００ＶＡまでごとに１日につき 
１ｋＶＡまで１日につき 
１ｋＶＡ超過３ｋＶＡまで１ｋＶＡ 
までごとに１日につき 
 

 
 

１契約 
〃 
 
〃 
〃 
 
〃 
 

 
 

０．０９７ 
０．１９４ 

 
０．１９４ 
１．９４１ 

 
１．９４１ 

 
 
ハ．臨時電力 

１日につき 
 

 
 

１ｋＷ 
 

 
 

２．０３９ 
 

（２） 従量制供給 

 
イ．従量電灯，臨時電灯Ｂ,公衆街路灯Ｂ 
 
最低料金 
 最初の１０ｋＷｈまで 
 

   電力量料金 
    １０ｋＷｈ超過分に対して 
 
  ロ イ以外の場合 
    １ｋＷｈにつき 
     低圧で供給を受ける場合 
     高圧で供給を受ける場合 
 

 
 
 
 

 
 

１契約 
 
 

１ｋＷｈ 
 
 
 

１ｋＷｈ 
〃 

 
 
 
 
 
 

３．１００ 
 
 

０．３１０ 
 
 
 

０．３１０ 
０．２９９ 

 

 



 

 

 

附則６（消費税法の改正にともなう経過措置） 

区 分 単 位 基 準 調 整 単 価 

（１）定額制供給 

 
イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ 
 
電  灯 
４０Ｗまで 
６０Ｗまで 
１００Ｗまで 
１００Ｗ超過１００Ｗまでごとに 

 
小型機器 
５０ＶＡまで 
１００ＶＡまで 
１００ＶＡ超過１００ＶＡまでごとに 

 

 
 
 
 
 
 
 

１ 灯 
〃 
〃 
〃 
 
 

１機器 
〃 
〃 
 

    円 
 
 
 
 
 
 

４．６８２ 
７．０２２ 

１１．７０４ 
１１．７０４ 

 
 

３．４９５ 
６．９９２ 
６．９９２ 

 

 
ロ．臨時電灯Ａ 

５０ＶＡまで１日につき 
１００ＶＡまで１日につき 
１００ＶＡ超過５００ＶＡ 
まで１００ＶＡまでごとに１日につき 
１ｋＶＡまで１日につき 
１ｋＶＡ超過３ｋＶＡまで１ｋＶＡ 
までごとに１日につき 
 

 
 

１契約 
〃 
 
〃 
〃 
 
〃 
 

 
 

０．０９５ 
０．１８９ 

 
０．１８９ 
１．８８７ 

 
１．８８７ 

 
 
ハ．臨時電力 

１日につき 
 

 
 

１ｋＷ 
 

 
 

１．９８２ 
 

（２） 従量制供給 

 
イ．従量電灯，臨時電灯Ｂ,公衆街路灯Ｂ 
 
最低料金 
 最初の１０ｋＷｈまで 
 

   電力量料金 
    １０ｋＷｈ超過分に対して 
 
  ロ イ以外の場合 
    １ｋＷｈにつき 
     低圧で供給を受ける場合 
     高圧で供給を受ける場合 
 

 
 
 
 
 
 

１契約 
 
 

１ｋＷｈ 
 
 
 

１ｋＷｈ 
〃 

 
 
 
 
 
 

３．０１４ 
 
 

０．３０１ 
 
 
 

０．３０１ 
０．２９１ 

 

 


